
 

災害種別標識の設置について 

 

１ 目的 

  水害時緊急避難場所が 89 箇所に増設され、多くの学校が「避難場所」「避

難所」「津波一時避難施設」の複数の役割を担うこととなった。それに伴い、

各学校がどの災害に対応した施設であるかを平時から区民に周知するための

避難表示板を作成し、水害時及び震災時の避難先である区立小中学校等（91

箇所）に設置する。 

 

２ 設置場所 

  区立小中学校等 91箇所 

  ※平成 24年から各学校等に設置されている「海抜標識」及び「学校避難所」

の看板を撤去し、付け替えを行う。 

 

３ 設置時期 

  ７月中旬～８月下旬 

 

４ 主な掲載内容 

 （１）各学校における災害時の避難施設としての使用方法 

（水害時緊急避難場所及びその使用条件、避難所、津波一時避難施設） 

 （２）各学校における想定浸水深、海抜 

 ※ 別紙レイアウトイメージ参照 
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